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　さくら市は、平成17年３月28日に氏家町と喜連川町が合併して誕生した人口約４万４千人、
面積約125㎢の市である。
　本市は、栃木県の県都宇都宮市の北東、栃木県の中央部やや北寄りに位置し、栃木県北西か
ら南東に貫流する鬼怒川の東側に位置する。市の地形は菱形に近く、関東平野の北端部と高原
山の南面からのびる丘陵地帯で、鬼怒川・五行川の鬼怒川水系と荒川・内川・江川の那珂川水
系が流れ、その流域は、肥沃な水田地帯を成し、水清く緑多い自然環境に恵まれたまちである
といえる。
　氏家、喜連川は古代・中世の文書に名前が登場するなど歴史は古く、また近世になると氏家
は奥州街道の宿場町として、喜連川は足利氏ゆかりの城下町として栄えた。昭和の町村合併で
は新たな氏家町、喜連川町が誕生し、幾多の試練を乗り越え確実に歩んできた。
　氏家では平成５年度にミュージアム氏家（当時）がオープン、また喜連川では昭和56年の
温泉湧出と平成13年の道の駅竣工等により、町の歴史にそれぞれ新たな１ページを開いた。
　そして、平成の大合併として平成17年にさくら市が誕生した。これまで両町が取り組んで
きた文化の息づく・文化の薫るまちづくりをめざして、心豊かな人づくりに取り組んでいる。

さ く ら 市 の 概 要
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　毎年の「さくら市の教育」の巻頭の言葉に、私の座右の銘的
な言葉を引用させていただいています。令和８年度は「踏むな 
育てよ 水そそげ」です。この言葉は、貼り絵画家・山下清が
育った施設「八幡学園」の指導理念・標語です。この言葉は、
知的障害のある子どもたちの個性を否定（踏む）せず、豊かな
愛情と環境（水）を持って、その才能を伸ばそうとする教育方
針です。山下清はこの教育方針により、その類い稀な才能を開
花させたことでも知られています。
　「踏むな」という言葉には、子どもの個性を押しつぶすことなく、大切に守るというメッセー
ジが込められています。すべての子どもが異なる背景や個性を持ち、その違いが社会全体を豊
かにする原動力となることを理解する必要があります。また、「育てよ 水そそげ」は、教育
環境の重要性を語る表現です。植物が成長するためには適切な土壌や水が必要なように、子ど
もが成長するためには、温かく支援的な環境が必要です。この方針は「叱咤する教育」ではな
く「賞賛し伸ばす教育」です。この教育方針は、現代社会が直面する教育の課題を解決する有
効なアプローチを示しています。これは自分的には、常日頃からさくら市教職員の皆さんにお
願いをしている「さくら市の教育方針」と歩調を同じくするものと感じています。
　前置きが長くなり失礼をしました。あらためて、ここに令和８年度「さくら市の教育」を発
刊しました。「凡事徹底」の如く、毎年の繰り返しになりますが、私は令和８年度も、さくら市の
教育大綱・さくら市教育全体構想に基づき、また現在策定中の第３次生涯学習推進計画（令和
８年度末完成）の趣旨を生かし、生涯学習にわたる学びのステージを「子どもに夢を、若者に
希望を、子育て世代に安心を、高齢者に生きがいを」をモットーにさくら市の教育にあたって
いきたいと考えております。教育は、生涯学習という大きな括りの中で考えていかなければな
りません。令和８年度においては下記の６点を重点事項として教育施策を実施していきます。
①　教室の４原則【・先生の授業はおもしろい ・先生は授業が上手 ・教室が楽しい ・先生は
　一人一人を見てくれている】を基盤とした学業指導の充実と安心・安全な風土の醸成に努める
②　いじめ防止・登校支援策については、いじめの未然防止・早期発見・早期対応、重大化さ
　せない取り組み、また登校に関しては、学びにアクセスできない子どもたち「０」を目指し
　支援していく
③　学校用グループウェア（ミライム）の活用により、業務の質的・量的な削減・精選を図る
　とともに、学力及び教員の魅力度向上を目指し、一人一台端末を授業活用し教育DXをさら
　に推進する
　　　　～※上記３点については、「教育成果目標」を設定し年度末に評価を行う～
④　「地域とともにある学校づくり」・「学校を核とした地域づくり」の実現のために、コミュニ
　ティスクールの熟議・活動の見える化、学校ボランティア活動のさらなる活性化を進める
⑤　「アートな街づくり」のさらなる進化を目指して、体験・交流活動に創意工夫を加え、実施する
　取り組みにあたっては、幅広い年代層の参画・交流型の学習機会の提供を心がけていく
⑥　生涯スポーツの推進においては、「市民ひとり１スポーツ」をスローガンに、多様なスポー
　ツ活動の提供に努めるとともに、スポーツ施設の最適化計画を推進する…などです。

さくら市の教育にあたる、また関わる皆様におかれましては十分ご理解・ご協力をいただき、
人が育ち、地域が活きる、未来に誇れる元気なさくら市にしていきましょう。今年度もどうぞ
よろしくお願いします。

令和８年度「さくら市の教育」刊行にあたって
さくら市教育委員会教育長　橋本　啓二
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《令和の日本型教育より》
　我が国の学校は、学習指導のみならず、生徒指導の面でも主要な役割を担い、児童生徒の状
況を総合的に把握して教師が指導を行うことで、子どもたちの知・徳・体を一体で育んできた。
また、新型コロナ感染症による全国的な臨時休業措置により、学校は、「学習機会と学力の保
障」、「全人的な発達・成長の保障」、「身体的・精神的な健康の保障」という役割があることが
再認識されるとともに、日本型学校教育の成果が確認されたところである。
　しかしながら、学校及び教師が担うべき業務範囲の拡大・負担の増大、子どもたちの多様化

（特別支援教育を受ける児童生徒、外国人児童生徒の増加、子どもの貧困、不登校児童生徒の増加）、
生徒の学習意欲の低下、教員不足の深刻化等、様々な課題があふれている。子どもたちが社会
へと向かう頃は、さらに急激に変化する時代・予測困難な時代となることが予想される。この
ような時代だからこそ、子どもたちは、変化を前向きに受け止め、人間ならではの感性を働か
せてより豊かなものにしたり、現在では思いもつかない新しい未来の姿を構想したりしていく
ことができるようにしていかなければならない。そして、一人一人の児童生徒が、自分のよさ
や可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協
働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手と
なることができるようにすることが求められる。
　そこで、国は、今後実現すべき学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿を「全て
の子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」としている。「個別最
適な学び」は、ICT環境の活用、少人数によるきめ細かな指導体制の整備を進めることが重要
となる。また、「協働的な学び」は、探究的な学習や体験活動等を通じ、子ども同士で、ある
いは多様な他者と協働していくことが重要となる。
　栃木県は、教育行政の基本方向を示す「とちぎ教育ビジョン（2026-2030）」を策定し、
2026年度から2030年度までの5年間の基本計画を策定している。本計画は、誰もが多様で豊
かな可能性を開花させ、幸せや生きがいを感じながら、人生を送るとともに、多様な人々と協
働しながらよりよい未来を描けるよう「誰もが自分の可能性を開花させ　ともに未来を描く　
とちぎの教育を実現します」を基本理念としている。
　総論として、「１．基本理念　２．基本目標　３．施策体系」が示され、各論として、10の
基本施策が示されている。誰もが多様で豊かな可能性を開花させるためには、次のことが必要
になると考えている。それは、「一人一人のこどもを主語にする教育の実現を目指すこと」、
「誰もが豊かな可能性を開花できるようにしていくこと」、「他者と協働しながら社会の変化に
積極果敢に挑戦し未来を描けるようにしていくこと」である。

１　教育を取り巻く状況

（１）国・県の動向
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ア　学校教育の視点から
《児童生徒数》
　本市は、令和８年５月現在、小学校６校、中学校２校、計８校の公立小・中学校がある。農
山村地帯の学校では、人口減少が進んでいるものの、市街地の学校の中には、児童生徒数の増
加が見られるところもある。全国的に人口減少が問題とされる中、学校を増築したり体育館を
新設したりしており、人口に占める若年層の割合が県内でも高い市である。下図は、本市の児
童生徒数の推移である。

《全国学力・学習状況調査の結果について》
　本市は、各教科における調査結果において、平成29年度から年々向上が見られている。
　概ね、次のような結果が見られる。

　質問紙調査では、「学校に行くのは楽しい」、「先生はよいところを認めてくれる」の項目で「
当てはまる」と回答した児童生徒の割合は小学校、中学校ともに全国平均を上回った。「平日
の学習について１時間以上勉強している」と回答した小学生の割合も全国平均を大きく上回っ
た。
　また、「人の役に立つ人間になりたいと思うか」の項目では、小中学校ともに９割以上の児
童生徒が肯定的な回答をした。読書に対する意識においては、「読書が好き」と回答した児童
生徒が全国・県の平均を大きく上回った。

（２）本市教育の現状と課題
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《児童生徒の体力について》
　本市の小・中学生の体力の現状については、概ね全国平均なみである。

　質問紙調査によると、次の項目で全国平均を上回った。「体育・保健体育」の授業が楽しく
感じる理由としては、小中学校ともに「できなかったことができるようになったとき」と回答
した割合。また、中学２年女子は「中学校を卒業した後も、自主的な運動やスポーツをする時
間を持ちたいか」の問いに対して、肯定的に回答した割合が高かったことも１つの特徴である。
　次に、学習以外でのスクリーンタイムに関しては、利用時間が短い児童生徒ほど、体力テス
ト評価が高い傾向にある。本市は、昨年度同様、小学生で全国と同等の数値、中学生では全国
平均より高い数値となっている。

《児童生徒指導上の課題》
　「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、全国的に不
登校児童生徒数は増えている。
　本市の不登校問題については、登校支援事業を通して、学びにアクセスできない児童生徒ゼ
ロを目標として推進している。
　次に、いじめ問題については、いじめ防止対策推進法に基づき、自校の「いじめ防止基本方
針」を踏まえることを前提として、日々児童生徒の様子を観察し、些細な変化も見逃さず対応
し、未然防止、早期発見・早期対応を進めている。
　近年、全国的な社会問題として、SNS（LINE 等）上で起こっている誹謗中傷、いじめ問題
や暴力行為動画の拡散・炎上や闇バイト等のトラブルや犯罪が後を絶たない状況下にある。ス
マホ（特に文字）のリスクの１つとして、「伝えたい意図」と「伝わった内容」にずれが生じ
やすい。これは＊メラビアンの法則の９割以上の情報が失われていることが考察できる。こう
した中、情報モラルをはじめ、ネット社会はリアルと地続きでスマホのコントロールと併せて
感情のコントロールの育成の両輪を軸とし、情報端末機の正しい使い方やトラブルの対処法等
を具体的に講演していただいている。特に、「言葉」の重み、責任、ルールを守って活用する
健全な心や安全に利用するための危機管理意識の育成に努めている。上記のような課題を踏ま
え、本市では全ての学校教育の中で、「この時、この場でどのような行動が正しいか自分で判
断して実行する力」、つまり自己指導能力の育成を目指しているところであり、選択する行動
が正しいかどうかについて判断する根拠は、自己実現と他の人の主体性の尊重が確保されてい
ると考える。
　＊メラビアンの法則…視覚情報：55％　聴覚情報：38％　言語情報：７％



－ 11 －

イ　生涯学習の視点から
《家庭教育》
　本市において、家庭を取り巻く環境の変化や子どもたちの変化から、子育てをしている親が
悩みや不安を抱えていても相談できないケースもあり、相談や交流の場・機会を提供する等、
子育て支援をしながら家庭における教育力の向上を目指す必要がある。

《青少年教育》
　核家族化の進行や情報化社会の進展など、青少年を取り巻く現状は激しく変化しており、青
少年をめぐる問題は、多様化・複雑化している。青少年の健全育成には、学校、家庭、職場、
地域社会、行政など、青少年に関わる全ての主体が一体となって取り組むことが重要である。
青少年が社会性や公共性を身に付けるために社会参加活動をさらに充実させ、青少年の活動意
欲の向上を図るとともに、社会全体で青少年を見守り、支える環境づくりを推進することが重
要である。

《社会教育》
　近年、本市に移住してくる住民も増えており、地域の人々との関わりが希薄化している。ま
た、外国人の住民も増えていて、多文化共生社会に向けた転換点を迎えたところといえる。市
民が社会の急激な変化に柔軟に対応していくためには、学びの機会を提供するとともに、その
成果を地域活動に活かすことで生きがいを感じられるよう、生涯学習の充実を図ることが重要
である。

ウ　芸術・文化・体育・スポーツ振興の視点から
《芸術・文化活動》
　芸術や文化は、価値観が多様化する中で、心豊かな人生や社会の創造、地域づくりにおいて
欠かせないものである。本市では、さくら市ミュージアムを中心に、文化振興や生涯学習のま
ちづくりに取り組んでいる。ミュージアム等に保存されている資料を後世に伝えるとともに、
人々が交流し、新しい文化活動の拠点としての機能が求められる。

《歴史・文化資産の保護・活用》
　本市は、交通の要衝として栄えた氏家地区と城下町である喜連川地区というそれぞれに貴重
な歴史や文化遺産が残されている。先人が培ってきた郷土の歴史を更に発展させていく必要が
ある。

《体育・スポーツ活動》
　「市民ひとり一

いち

スポーツ」をスローガンに掲げ、各種教室・大会を開催することにより、市
民の体力の維持向上を図ってきた。市民の健康づくりの意識高揚、スポーツ・レクリエーショ
ンへの関心の高まりに伴い、誰もが気軽にスポーツ等の活動が楽しめる環境づくりが求められ
ている。
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　さくら市教育委員会では、市民一人一人が夢と生きがいをもち、創造性と活力に満ちた心豊
かな人生を送れることを望んでいる。そのためには、まず心と体が健康であり、自分の興味関
心のもと生涯にわたって自ら学んだり、自己を高めたりすることが重要である。このような、
それぞれの時期において、自分のよさを知り、認められ、伸ばすことができ、達成感を感じら
れる自己実現する力を学校教育や社会教育で培っていく必要がある。
　さらに、学んだことを地域社会に生かすこと、すなわち社会に貢献することにより、市民が
やりがいや生きがいを感じ、地域社会も活性化されることが期待できる。
　言い換えれば、市民一人一人が生涯の各時期に必要とする学習活動を行いながら、コミュニ
ケーション能力を高め、学び合い、実践し合い、振り返り合いながら自らの人格の完成を目指
すとともに、家庭や地域社会の形成者としての役割を果たしていくということであり、これら
のことが日常化されることにより、豊かな人間性が培われ共に生きる生きがいのある住みよい
地域社会がつくられていくのである。
　これらをふまえ、市教育目標を「心身共に健康で、生涯にわたり自己実現し、社会に貢献で
きる人づくり」と設定する。

２　さくら市の教育目標について

さくら市教育目標
心身共に健康で、生涯にわたり自己実現し、社会に貢献できる人づくり

「自己実現」とは
・自分の中にひそむ可能性を自分で見つけ、十分に発揮すること（広辞苑）
・自分の目的、理想の実現に向けて努力し、成し遂げること（大辞泉）



子育てハッピーデー 家庭教育ガイドブック

－ 13 －

【生涯学習課】
○家庭教育の充実
　・保護者向け講座の開催
　　（親子応援講座）
　・子育て応援イベントの開催
　　（子育てハッピーデー）
　・小１ギャップの解消
　　（おもしろがっこう）

【公民館】　　　　　　　
○乳幼児教育の充実
　・エンゼル講座
　・自主学級の支援
　・パパ講座
○家庭教育の向上
　・家庭教育学級の支援

３　家庭教育支援の目標と主な事業

◇家庭教育支援の目標◇
「自立できる子どもの育成を目指す家庭教育支援の充実」

　・家庭教育通信の発行
　　（家庭教育ガイドブック）
　　（だっこ通信）
　・親子学び合い事業の実施
　　（ネット時代の歩き方講習会）
　・祖父母講座の開催

【図書館】
○乳幼児教育の充実
　・あかちゃんタイム
　・ブックスタート事業
　・おはなし会
　・わらべうたの会
　・プチおはなし会
　・絵本の巡回貸出
　・電子図書の充実

具体的な施策



さくら未来塾 伝統文化教室
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【生涯学習課】
○青少年体験活動の充実
　・青少年センターあいさつ活動
　・さくらリーダースクラブの充実
　・小中学校芸術鑑賞教室
　・さくら未来塾リーダーの育成

【公民館】
〇青少年の居場所づくり
　・就業体験の受け入れ
　・若者向けの芸術、スポーツ教室

【図書館】
○読書活動の推進
　・図書館まつり
　・子ども図書館だより
　・工作会
　・図書館ツアー
　・こども図書館員体験　
　・親子ネット利用講座

４　青少年教育の目標と主な事業
◇青少年教育の目標◇

　　　「さまざまな体験・交流をとおして、自分のよさを
　　　　　　　　　　　　　　　見つけられる青少年教育の充実」

　・伝統文化教室の開催
　・さくら未来塾学習、体験コースの充実
　・防災お泊り会

【スポーツ振興課】
○スポーツ活動の充実
　・スポーツ教室の充実など
　・高齢者、障がい者スポーツ機会の充実
　・栃木ＳＣと連携した事業の実施
○スポーツ施設の充実
　・既存施設の機能充実など

【さくら市ミュージアム】
○文化・芸術に触れる機会の充実
　・こども絵画展
　・体験学習の開催
　・ギャラリーコンサートの開催

具体的な施策



市民大学 生涯学習振興大会
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【生涯学習課】
○地域の教育力の向上
　・市民大学による地域リーダー育成
　・人権教育の推進
○生涯学習の推進
　・ゆめ！さくら博の拡充
　・でまえ学び塾の実施
○芸術・文化活動の充実
　・文化振興事業の実施

【公民館】
〇公民館講座の充実
　・高齢者学級
　・公民館ボランティア養成
○自治公民館を活用しての交流推進
　・自治公民館でまえ講座
　・異世代交流

【図書館】
○多様な学習機会の提供
○図書館資料の整備充実　など

５　社会教育の目標と主な事業

◇社会教育の目標◇
「人と人をつなぐ家庭・地域づくりを目指す社会教育の充実」

・地域学校協働活動推進員の育成

・生涯学習振興大会

・文化振興事業への市民参画

【スポーツ振興課】
○生涯スポーツの推進
　・スポーツ教室の充実など
　・栃木ＳＣと連携した事業の実施
○スポーツ施設の充実
　・既存施設の機能充実など

【さくら市ミュージアム】
○特別展をはじめ、各種企画展等の開催
〇文化財の保護と活用　など

具体的な施策



さくら市MIM

ネットいじめ防止講演会

歯と口の健康づくり（研究校の取り組み）

さくら市の４読

－ 16 －

１　確かな学力の育成
　①深い学びに向けた授業改善
　【学力向上推進リーダーの活用】
　②各種調査・検定の実施と結果活用
　【国・市学力調査・県学習状況チェック】
　【漢検受検の奨励】
　③ＭＩＭの効果的実践【実態に応じた実践支援】
　【授業時数特例校制度の継続】
　④学習者用デジタル教科書を活かした授業改善
２　健やかな体の育成
　①学校保健・食育の充実
　【市学校保健会】
　【生きる力を育む歯・口の健康づくり推進に向けた
　　実践研究（日本学校歯科医会）】
　【地産地消の推進】【給食センター発の食育実践】
　②体力の向上【とちぎっ子体力雷ジング広場の校内活用】
　【全国体力・運動習慣状況調査のデジタル化】

６　学校教育の目標と主な事業
◇学校教育の目標◇

「一人一人に生きる力の育成を目指す学校教育の充実」

３　豊かな心の育成
　①相手を思いやる心の教育の推進【考え議論する道徳】
　【多様性と包摂性を重視した教育】
　②読書活動の推進【さくら市の４読】
　【小・中学生向け 推薦図書の活用】
４　特別支援教育の充実
　①早期教育相談の充実
　②配慮児童生徒へのきめ細やかな支援
　【個別の支援教室の充実】【インクルーシブ教育の推進】
５　「誰一人取り残されない」不登校・いじめ・
　　不適応等の未然防止・対応の強化
　①望ましい学級・集団づくりの推進
　【WEB-QUの活用の拡充】
　【生徒会主体による校則見直し】
　②悩みを抱える子ども、保護者等の支援
　【適応支援教室つばさの充実】
　【こども家庭センターとの連携】
　【フリースクール通学助成金制度】
　③情報モラル教育の充実【ネットいじめ防止講演会】
　【市生成AI利活用ガイドラインの運用】

具体的な施策



アメリカ派遣事業

SDGs教育（マイプラスチックステーション）

夏季教職員研修

さくらこ食堂
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６　校種間の円滑な接続
　①小中一貫教育の実施
　【小中授業研究会】【小中一貫カリキュラムの具体化】
　②幼・保・小の連携強化
　【幼・保・小連絡協議会研修】
　【架け橋期の教育の充実推進事業】
　③キャリア教育の充実
　【学校段階をつなぐキャリアパスポートの活用】
７　地域学習・国際理解教育の推進
　①地域学習、体験活動の推進
　【デジタル副読本の活用】
　②国際理解教育の推進【国際交流事業の深化】
　【発達に応じた日本語指導体制の充実】【英検受験の奨励】
８　特色ある学校づくり
　①カリキュラムマネジメント充実（総合的な学習の時間）
　②持続可能な防災教育の推進
９　ラーニングシフトを支えるICT活用によるデジタル教育の推進
　①学びを可視化する授業支援ソフトの効果的活用
　②個に応じたAIドリル・CBTの活用

1　教員の資質向上
　①教師の使命感・専門性・人間性の向上
　【教職公務員としての自覚と責任】
　【ICTを活用した学習者主体の授業研修】
　②多様な児童生徒への理解促進・対応
　【自己肯定感・自己有用感を高める研修】
　③特別支援教育の充実【教員の理解促進】
　【学びの特性に合わせた環境調整】

2　学校の指導体制の整備
　①会計年度任用職員配置
　②登校支援の強化・安心安全な居場所づくり
　【適応支援連絡会議の充実】【アウトリーチの実施】
　【校内教育支援センターの深化】【専門職の活用】
　③教育相談体制の充実【チーム学校】
　【SC、SSWrとの協働】【個業から協働への推進】
　④部活動の地域展開
　⑤複数担任制・OJTの活性化

3　教育環境の整備  ※働き方改革と処遇改善（給特法）
　①地域とともにある学校づくりの推進
　【ホームページの活用】【授業公開の推進】
　②働き方改革の推進【校務DXの推進】
　③ＩＣＴ機器の充実【次世代型校務システム移行】
　④学校給食センターの稼働
　【さくらこ食堂（サードプレイスの創設）】
　⑤長寿命化計画に基づく整備【屋内体育施設空調稼働】

施策を支えるもの



さくら未来塾リーダー 喜小っ子 ふれあいスクール おもしろがっこう

－ 18 －

７　学校教育と社会教育の協働で行う事業

◆学校と家庭、地域の連携・協働の推進◆
　次代を担う子どもたちには、変化の激しい時代に対応するため、高い志
や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら課題を解決する力
が求められています。このような力は、学校だけで育まれるものではなく、
家庭における教育はもちろんのこと、地域の多様な人々との関わり、様々
な経験を重ねていく中で育まれます。
　さくら市教育委員会では、学校と地域が連携・協働するための体制整備
を行うとともに、子どもに生きる力を育む様々な連携協働事業に取り組み
ます。

（１）学校・家庭・地域連携協力推進事業
　ア　さくら未来塾
　　・学力アップコース（小学講座、小学英語講座、夏合宿、中学講座、中学受験対策）
　　・わくわく体験コース（自然里山、農業、ものづくり、英語村など）
　　・未来塾リーダー（体験リーダーの育成、事業の企画・運営）
　イ　放課後子ども教室
　　・押小っ子ふれあいスクール
　　・喜小っ子ふれあいスクール
　ウ　コミュニティスクールと地域学校協働本部事業
　　・学校運営協議会の設置、質的向上（学校を核とした地域づくり）
　　・地域学校協働活動の推進（地域とともにある学校づくり）
（２）家庭の教育力の向上
　ア　親子応援講座
　　・各小学校の就学時健康診断での保護者向け講座
　イ　家庭教育支援講座
　　・おもしろがっこう（就学前の学校の学習・生活体験）
（３）部活動の地域移行

具体的な施策
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★　人 権 教 育

◆基本方針◆
　人権は、「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利である。我が国の人権に
関する現状を見ると、性別、社会的身分または門地等による不当な差別が
今なお存在し、また、少子高齢化、国際化、情報化等の社会の変化に伴い、
人権に関する新たな課題も生じてきている。これらの課題を早急に解決し
て、一人一人の人間が尊厳をもつかけがえのない存在であるという考え方
が尊重され、守られる社会をつくっていくことが求められている。
　さくら市教育委員会では、栃木県人権教育基本方針を踏まえ、「人権教育」
を人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動ととらえ、人権教育が様々
な人権に関する問題解決において、極めて大きな役割をもつとの認識の下、
人権教育を推進する。

（１）学校教育における人権教育
　　学校教育においては、人権尊重の精神の形成を図ることを目指し、児童・生徒の発達段階
　に即しながら、教育活動全体を通じて、人権教育の積極的な推進に努める。
　ア　教科等指導、児童・生徒指導、学級経営等など、教育活動全体を通じて、人権尊重の精
　　　神に立った学校づくりを進める。
　イ　人権教育を教育計画に適切に位置づけ、教育活動全体を通じて行うとともに、点検・評
　　　価し、改善を図りながら進める。
　ウ　教職員の人権意識の高揚を図り、教職員が人権尊重の理念について十分に理解し、児童
　　　生徒が自らの大切さが認められていることを実感できるような環境づくりを進める。
（２）社会教育における人権教育
　　社会教育においては、人権に関する学習機会の計画的かつ着実な提供に努める。その際、
　直接人権をテーマにした事業を実施することに加え、全ての事業に人権尊重の視点を加え、
　人権教育推進の三つの内容と関連づけて取り組んでいく。
　ア　人権に関する多様な学習機会を提供し、参加体験型学習（ワークショップ）を取り入れ
　　　るなど、参加者が主体的に学べるようにする。
　イ　学校・家庭・地域社会及び関係諸機関との連携・協働による人権教育を進める。
　ウ　社会教育関係職員等の人権意識の高揚を図るための取り組みを進める。
（３）学校・家庭・地域社会が一体となった人権教育
　　人権教育は、学校、家庭、地域社会の連携があってこそ、大きな成果を挙げることができ
　る。各実施主体は、生涯学習の観点に立って、学校教育、社会教育及び家庭教育のそれぞれ
　の主体性を尊重しつつ、相互に連携を図り、総合的かつ効果的な推進に努める。



教育長
橋本　啓二

教育長職務代理者
中村　浩之

教育委員
岡崎　真紀

教育委員
稲見　純子

教育委員
舩生　正興
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　所　在　地　〒329－1492
　　　　　　　栃木県さくら市喜連川4420番地1
　電　　　話　028－686－6620
　Ｆ　Ａ　Ｘ　028－686－5336
　電子メール　gakukyo@city.tochigi-sakura.lg.jp
　交　　　通　JR宇都宮線氏家駅下車
　　　　　　　関東自動車フィオーレ線（喜連川役場前下車）
　　　　　　　又は馬頭線（本町下車）乗車時間はいずれも約20分

Ⅱ　教育委員会の概要

１　教育委員会委員（令和８年７月１日現在）

２　教育委員会機構
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Ⅲ　学校教育

１　さくら市立学校の概要（令和８年５月１日現在）
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　さくら市では、教職員の資質向上と学校教育の推進を図るため、予算計上を行うとともに、
各種研修事業等を行っている。

２　学校関係団体の事業
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（２）さくら市教育研究所
　さくら市では地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、教育に関
する調査研究及び教育関係職員の研修を行うために、「さくら市教育研究所」を設置する。

　①　調査研究 
　　　学校教育における基本的・今日的課題についての調査研究を行い、今後の指導の充実を
　　図る。
　　〇指定校研究
　　・「生きて働く知識・技能の習得」のための実践研究事業
　　・「学びに向かう力・人間性の涵養」を図るための実践研究事業
　　・「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力の育成」のための実践研究事業
　　〇研究内容
　　　研究校にて進め、成果を市内に広げる。研究課題と研究校は次のとおり。
　　　1）小中一貫実践研究（全校（授業公開…熟田小　上松山小　氏家中））
　　　2）MIM実践研究（全小学校）
　　　3）複数担任制の効果的な運用に向けた実践研究（押上小）
　　　4）児童と地域のつながりを深める探究的な学びの実践研究(熟田小)
　　　5）総合的な学習の時間を柱としたカリキュラムマネジメントの研究と展開（上松山小）
　　　6）学校安全（防災）実践研究（南小）
　　　7）幼保小の学びの連続性を構築する架け橋期カリキュラムの研究（喜連川小）
　　　8）多様な実践を活かした教科部会を軸とする授業改善・協働体制構築に関する研究
　　　　（氏家中）
　　　9）一小一中のよさを生かす生徒会を核とした主体的な学校づくりの実践研究（喜連川中）
　　 10）コミュニティ・スクールの活性化に向けた実践発表（南小・喜連川中）
　　〇調査研究　「さくら市児童生徒の学力向上について」
　　〇調査内容　全国学力・学習状況調査や県CBTとちまるチェック・市学力調査をふまえた、
　　　　　　　　さくら市の児童生徒の学力向上策を検討する。
　　〇研究奨励　奨励金により個人の研修補助、研究団体等の研究を奨励する。

　②　教育相談
　　　さくら市の子どもや保護者との共感的理解に基づいた教育相談の充実を図る。
　　　教育相談員　３名（適応支援教室つばさに配置）

　③　教職員研修
　　　さくら市学校教職員の研修を設け、教育職員としての専門性の向上を図る。
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さくら市学校給食センター
マスコットキャラクター「さくらこ」
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４　さくら市学校給食センター

（１）概要
　さくら市内の全小中学校へ学校給
食を提供するため、令和７年８月に
学校給食法第６条の規定による共同
調理場として「さくら市学校給食セ
ンター」は開所した。センターは、
１日当たり4,000食、アレルギー対
応80食の調理能力を有する。児童
生徒の心身の健全な発達に資するた
め、食品の衛生管理、食事内容及び
食事環境の充実、施設・設備の安全管理、学校・家庭・地域との連携に努め、安全で栄養バ
ランスの取れた学校給食を提供する。
　所 在 地：さくら市鷲宿4432番地2
　電　　話：０２８－６８６－２６００
　Ｆ  Ａ  Ｘ：０２８－６８６－２６１７
　敷地面積：18,247㎡
　延床面積：2,858㎡

　ア　学校給食において、年間を通じて地場産物を使用し、食育の推進を図る。
　イ　食物アレルギーを持つ児童生徒が安全に給食を楽しめるよう、アレルギー対応食（代替
　　　食）の提供を行う。また、他の児童生徒に対し食物アレルギーに関する啓発と指導を行
　　　う。
　ウ　児童生徒が安心して食事を楽しめるよう、異物混入や食中毒を防止する安全対策及び
　　　二次汚染防止対策を徹底するとともに、給食従事者の健康管理を強化する。

（２）本年度の努力点
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　ア　形　　　態　完全給食　週５日（米飯週３日・パン週２日）
　イ　給食回数等

　ウ　給食数

（３）学校給食の概要
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Ⅳ　生涯学習

１　生涯学習課事業・講座一覧
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２　生涯学習課各種委員会
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　社会教育法第20条に「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増
進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」
とある。
　公民館は、社会教育法に基づき、市町村で条例を定めて設置している「公立公民館」と住
民自らが設置・運営している「自治公民館」とに分けられる。本市では、さくら市公民館条
例に従い、氏家公民館と喜連川公民館の２館をさくら市の公立公民館として設置している。

　　　
　公民館は、市民のための学校として、教育基本法や社会教育法を遵守しつつ、地域学習の
拠点となるよう、社会教育学級や公民館講座を実施する。また、学んだ成果を生かしつつ、
地域づくりにつなげる活動を支援し、住民の生活文化の向上を図る。

　・公民館施設の整備と施設サービスの向上
　・自治公民館活動の活性化に向けた支援強化
　・花いっぱい運動の推進
　・公民館を拠点とした自主学習の支援と学習成果を生かした地域づくりの支援強化
　・「地域課題」や「必要課題」を捉えた連続講座の実施と仲間づくりの促進

３　公民館

（１）概要

（２）運営方針

（３）重点施策



エンゼル講座 菜の花学級 キッズ＆ファミリーコンサート
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（４）公民館の事業

（５）社会教育学級と公民館講座

公民館の施設・利用案内の詳細　⇒
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４　図書館

　社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定めた「図書館
法」には、「図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般
公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施
設」と定義されている。
　本市では、さくら市図書館条例に従い、氏家図書館と喜連川図書館の２館をさくら市の公
立図書館として設置している。

　　　

　生涯学習の情報発信の基地として、また、市民の憩いの空間として、さらに市民参加によ
る協働型図書館を目指す。そのために、①ニーズに基づいた資料の収集、②ゆとりのある豊
かな人生を送るための学習の場を提供する各種講座の開催、③図書館を利用して自主・ボラ
ンティア活動を行っている団体への支援の３点を柱に、市民の生活に密着した市民のための
図書館運営に努める。
　また、より効率的・効果的な運営を推進するために、平成27年度から市立図書館の管理・
運営を指定管理者に委託している。
〔指定管理者：大高商事・図書館流通センター共同事業体、期間：～R12.3.31〕

　ア　図書館資料の整備充実　　　　　　　オ　自主活動グループの育成強化
　イ　図書館施設の環境整備　　　　　　　カ　図書館協議会の充実
　ウ　利用者の拡大促進　　　　　　　　　キ　図書館職員の資質の向上
　エ　子ども読書活動推進計画の推進　　　ク　電子書籍の充実

（１）概要

（２）運営方針

（３）重点施策



さくちゃんを描こう 図書館ツアー 子ども図書館員体験民話の会
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　ア　定例行事

　イ　季節行事

（４）図書館の事業

図書館の施設・利用案内の詳細　⇒
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５　さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

（１）概要

イ　利用案内
　開館時間　午前９時～午後５時（最終入館：午後４時30分）
　休 館 日　月曜日、第３火曜日、国民の祝日の翌日（土日は除く）、
　　　　　　年末年始（12月29 日～１月３日）、
　　　　　　その他臨時休館日（燻蒸期間、展示替え期間）
　観 覧 料　一般300（210）円、高校・大学生200（140）円、小・中学生100（70）円
　　　　　　※（  ）内は20名以上の団体料金、市内小・中学生は無料
　　　　　　※特別展開催時は特別料金となる場合がある。

ウ　運営方針
　先人が培ってきた郷土の歴史・文化の土壌を更に発展させ、生涯学習の街づくりに寄与す
るために地域の歴史・文化に関する資料を収集・保存する。また、これらの貴重な資料を後
世に伝えるとともに、人々が交流し、新しい文化活動の拠点としての機能を発揮する。さら
に、鬼怒川河川公園、勝山城跡、歴史・文化の森の整備により、新たな文化ゾーンの核とな
る活動を展開していく。

エ　特色
　さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－は通常４つの展示構成からなる。このほか、企
画展、巡回展等を開催している。また展示活動とは別にギャラリーコンサートや講演会、講
座、体験学習、見学会等のほか小中学生を対象とした総合的な学習に対する支援活動を行っ
ている。また芸術文化振興のため、市民等の美術工芸作品などの展示スペースとして市民ギ
ャラリーを開放している。

ア　概要
　所 在 地　さくら市氏家1297番地
　電　　話　028－682－7123
　Ｆ Ａ Ｘ　028－682－7854
　敷地面積　15,588.00㎡
　延床面積　2,886.54㎡
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（2）主な展示内容（常設）
　 荒井寛方室

　さくら市出身の日本画家で明治から昭和
にかけて日本美術院で活躍した荒井寛方の
足跡を作品・スケッチ・書簡等で紹介する
記念室

　 野口雨情コーナー
　日本三大童謡詩人の一人、野口雨情の最
初の妻ヒロは、旧喜連川町出身で、雨情は、
さくら市を何度も訪れ多くの作品を残して
いる。その雨情の原稿や書、楽譜など貴重
な品々を展示

　 企画展示室
　現代作家の日本画・洋画・版画・彫刻の
館蔵コレクションを展示。荒井孝、松本哲
男、森田茂、さくら市在住の杉山吉伸、出
身の窪井裕美など主に栃木県にゆかりのあ
る作家の紹介。また、館独自の歴史・美術・
民俗・自然等に関する企画展を開催

　 自然・歴史・文化展示室
　鬼怒川のれき河原の自然、喜連川地区を
中心とする里地・里山の自然、古代・東山
道、中世・奥大道、近世・奥州道中など地
域を結ぶ時代の道を軸とした歴史、喜連川
御城下の由緒と伝統、この地で育まれ、継
承された文化を展示

　 鋸展示室
　旧氏家町出身の鋸研究家・吉川金次コレ
クションと関連資料約300点により、鋸の
発達の歴史と多種多様な種類の鋸及び日本
の木工職人を代表する大工の道具を展示。
また、鋸鍛冶の現場を実物大で展示

　 市民ギャラリー
　市民等をはじめ、美術愛好家・絵画サー
クル等の方々が、芸術・文化の成果を気軽
に発表・鑑賞できるスペース。主に絵画・
彫刻・書・写真・陶工芸・立体造詣・現代
美術等の展示が可能
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（3）主な事業
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さくら市天然記念物　将軍桜

さくら市史跡　勝山城跡
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ア　文化財の指定、保護、啓発活動
　後世に残る歴史、民俗、史跡、天然記念物の
調査、保護、保存、啓発活動を行う。また、文
化財の資料的価値や状況によって特に必要と認
められるものを指定し、保護する。
　さくら市指定文化財で、修理等が必要なもの
について、修理費等の補助を行う。

イ　埋蔵文化財の調査、保護
　埋蔵文化財包蔵地の周知と、開発等に伴う調
整を行う。必要に応じて、試掘調査や発掘調査
を行い、発掘現場説明会を実施するなど、普及
啓発活動にも努める。

（4）文化財の保護



栃木県指定文化財（建造物）
瀧澤家住宅（鐵

てっちくどう

竹堂）
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ウ　瀧澤家住宅等の管理と利活用
　栃木県指定文化財瀧澤家住宅、堂原地蔵堂境
内の管理や利活用を行っている。
　瀧澤家住宅は全体の修理を終え、令和元年８
月10日より一般公開をしている。
　堂原地蔵堂境内では、建造物や樹木管理、清
掃などの業務を継続的に行う。
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　市民の健康づくり意識の高まりに伴い、スポーツ・レクリエーションへの関心も高まってお
り、誰もが気軽にスポーツ等の活動が楽しめる環境づくりが求められている。
　このような中、近年は集団的活動より個人活動が好まれるなど、価値観も多様化しており、
スポーツへの関わり方についても変化してきている。
　このため、市民ニーズを的確に把握しながら、「市民ひとり一

いち

スポーツ」の推進に取り組ん
で行く必要がある。
　子どもから高齢者まで、誰もがそれぞれのライフスタイルに応じた多様なスポーツ活動がで
きるよう、また、健康づくりや生きがいづくりができるよう諸施策を講じながら、生涯スポー
ツ社会の実現を目指すものとする。

（１）生涯スポーツの推進
　ア　市民のスポーツ活動を推進するため、各種教室・各種大会を開催し、体力の維持・増進
　　　を図る。
　イ　年齢・性別を問わず、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの振興を図るため、ニュー
　　　スポーツ教室を開催し、スポーツに参加できる機会の充実に努める。
　ウ　スポーツを通し、高齢者や障がいのある方が積極的に社会との関わりを持てるよう、い
　　　きいきスポーツ教室認定団体や障がい者スポーツ指導員の継続的な育成に取り組む。
　エ　市民がスポーツに取り組む際に、そのニーズに対応できる指導者やボランティアの育成
　　　を支援するため、生涯スポーツ指導者講習への参加促進やスポーツ推進委員の加入推進
　　　を図る。
　オ　栃木SCと締結した「スポーツを核とする元気で健康な地域づくり包括連携協定」に基づ
　　　き、市民デーやサッカー教室の開催など、未来につながる人材育成や学習機会の創出に
　　　つながる事業に取り組む。

（２）スポーツ施設の整備・利用促進
　ア　多くの市民がスポーツ活動のできる拠点・環境づくりのため、施設の適正な維持管理を
　　　行い、各スポーツ施設の整備・充実を図る。また、施設の利用促進及び有効活用を図る。
　イ　スポーツ施設ストック最適化方針及びプール最適化基本方針に基づき、適正なスポーツ
　　　施設の整備・管理を図る。

１　社会体育の目標、基本方針

Ⅴ　社会体育

２　本年度の重点目標

スポーツ施設・利用案内の詳細　⇒
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（１）スポーツ推進審議会（９名以内　任期２年）
　スポーツ基本法に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツ振興に関する次
に掲げる事項について調査・審議し、及びこれらの事項に関して建議する。
　ア　スポーツ施設及び設備の整備に関すること
　イ　スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること
　ウ　スポーツの事業の実施及び奨励に関すること
　エ　スポーツの団体の育成に関すること
　オ　スポーツによる事故の防止に関すること
　カ　スポーツの技術水準の向上に関すること
　キ　前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること

（２）スポーツ推進委員（29名以内　任期２年）
　スポーツ基本法に基づきスポーツ推進委員は、市の社会体育・スポーツ活動の普及とその任
務遂行のため、委員相互の研修ならびに融和を図り、明朗で健全な精神を養いながら地域住民
の体力づくりに寄与する。
　ア　住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと
　イ　住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること
　ウ　学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力す
　　　ること
　エ　スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協
　　　力すること
　オ　住民一般に対しスポーツについての理解を深めること
　カ　前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと

（３）体育施設運営審議会（11名以内　任期２年）
　体育施設の適正な運営を図るため、教育委員会の諮問に応じ、次の各号について調査審議す
る。
　ア　体育施設の適切な利用管理に関すること
　イ　条例第10条に規定する施設利用料の減免に関すること
　ウ　施行規則第２条第２項に規定する施設の臨時休業に関すること
　エ　体育以外の目的による利用許可に関すること
　オ　その他施設の管理運営に特に必要と認める事項

３　社会体育関係団体・委員会
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（４）スポーツ協会
　市のスポーツを振興し、生涯スポーツ活動の普及発達による市民の体力向上と健全なスポー
ツ精神の育成に努めるとともに、明るく豊かで潤いに満ちた生活と文化の形成に寄与すること
を目的とする。
　ア　事業
　　目的を達成するために、次の事業を行う。
　　（ア）生涯スポーツ振興発展に向けた基本方針の確立と調査研究に関すること
　　（イ）　加盟団体の組織強化と相互の連絡融和を図ること
　　（ウ）　スポーツの振興と競技力の向上に関すること
　　（エ）　スポーツ大会、練習会、その他のスポーツ行事の開催に関すること
　　（オ）　スポーツ少年団の育成に関すること
　　（カ）　その他本協会の目的達成に必要な事業に関すること

　イ　組織
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　平成19年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、「教育委員会
は学識経験者の知見を活用し、活動状況の点検・評価を行うこと」となった。すべての教育委
員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について点検・評価を行い、報
告書にまとめた上で、議会へ提出するとともに、公開することが定められた。これに基づき、
さくら市教育委員会では事務の点検と評価を実施している。

１　点検評価制度導入の経緯

Ⅵ　外部評価委員会

２　評価のしくみ

３　外部評価委員（令和８年５月１日現在）



－ 50 －

各種委員名簿
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